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Ⅱ．解説 

 

〔（１）重要無形文化財の保持者の追加認定（各個認定）〕 

 

（工芸技術の部）  

 

１ 蒟醬
き ん ま

 大谷
おおたに

 早人
は や と

 

 

「蒟醬
き ん ま

」は，昭和６０年４月１３日に重要無形文化財に指定され，現在，保持者と

して磯井
い そ い

正美
ま さ み

氏，山下
やました

義人
よ し と

氏が認定されている。現保持者に加えて，大谷
おおたに

氏を保持者

として「追加認定」するものである。 

 

（１）重要無形文化財「蒟醬
き ん ま

」について 

蒟醬は，漆芸の加飾技法の一つである。漆の塗面に剣
けん

と呼ばれる特殊な彫刻刀で模

様を彫り，凹部に色
いろ

漆
うるし

等を埋め，研ぎ出して意匠を表す。我が国では，江戸時代後期

から現在の香川県高松市を中心に同技法による制作が行われている。今日では，古来

の線
せん

彫
ぼ

りに加え，点
てん

彫
ぼ

りや面
めん

彫
ぼ

りなど様々な技法による多様な表現が行われており，

主要な漆芸技法となっている。 

以上のように，蒟醬は，芸術上価値が高く，工芸史上重要な地位を占める技法であ

る。 

 

（２）保持者の認定について 

① 保持者 

    氏  名 大谷
おおたに

 早人
は や と

 

    生年月日 昭和２９年９月２１日（満６５歳） 

    住  所 香川県高松市 

 

② 保持者の特徴 

同人は，伝統的な蒟醬の技法を高度に体得し，とりわけ，竹ひごを編んだ素地
そ じ

を

用いる籃
らん

胎
たい

蒟
きん

醬
ま

を得意とする。竹ひごの編目を表現として生かし，籃胎と蒟醬とを

調和させた品格のある作品を制作・発表して，日本伝統工芸展等で受賞を重ね，紫

綬褒章を受章するなど，高い評価を得ている。また, 後進の指導・育成にも尽力し

ている。 
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③ 保持者の概要 

同人は，昭和２９年に香川県で生まれた。香川県立高松工芸高等学校漆芸科及び

香川県漆芸研究所で蒟醬をはじめとする伝統的な漆芸技法を習得するとともに，

太田
お お た

儔
ひとし

（重要無形文化財「蒟醬」（各個認定）保持者）に師事して籃胎蒟醬の技法

を学んだ。その後，技法・表現に独自の創意工夫を加えて研鑽を重ね，そのわざを

高度に体得した。 

   籃胎蒟醬は，竹ひごを編んで素地を作り，漆を塗って蒟醬で加飾する技法であり，

同人は，素地の造形から仕上げに至るまでの一貫した制作を行う。同人が得意とす

るのは，籃胎の編目を表現として生かしつつ，蒟醬を施す技法である。籃胎の工程

では，あらかじめ，編み上がりを計算して竹ひごを色漆で塗り分け，編目が際立つ

よう工夫する。また蒟醬の工程では，編目に呼応した模様を展開し，竹ひごと同じ

色調の漆を用いて色埋めする。籃胎と蒟醬とを調和させた，繊細な色彩による品格

のある作品は，漆芸に新たな作風を切り拓いたとして高く評価されている。 

   同人は，日本伝統工芸展を中心に作品を発表しており，平成１０年，第４５回展

で高松宮記念賞（優秀賞），同１４年の第４９回展で文部科学大臣賞（優秀賞），

同２５年の第６０回展で日本工芸会保持者賞（優秀賞）を受賞した。さらに，平成

２１年には紫綬褒章を受章した。また同人は，平成８年以来，香川県漆芸研究所で

工芸指導員として技術指導に当たるとともに，日本伝統工芸展等の鑑査委員等を務

めるなど，後進の指導・育成にも尽力している。 

   以上のように，同人は，蒟醬の技法を高度に正しく体得しており，かつ，これに

精通している。  

 

  ④ 保持者の略歴 

昭和４８年 香川県立高松工芸高等学校漆芸科卒業 

同   年 太田
お お た

儔
ひとし

に師事（同５４年まで） 

同 ５３年 第２５回日本伝統工芸展初入選 

同 ５６年 香川県漆芸研究所研究員課程修了 

同 ５７年 社団法人日本工芸会（現 公益社団法人日本工芸会）正会員（現

在に至る） 

平成 ８年 香川県漆芸研究所工芸指導員（現在に至る） 

同 １０年 第４５回日本伝統工芸展高松宮記念賞（優秀賞） 

              作品「籃
らん

胎
たい

蒟
きん

醬
ま

十
じゅう

二
に

角
かく

食
じき

籠
ろう

」 

同 １４年 第４９回日本伝統工芸展文部科学大臣賞（優秀賞） 
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              作品「籃
らん

胎
たい

蒟
きん

醬
ま

華
か

文
もん

箱
はこ

」 

同 １６年 第５１回日本伝統工芸展鑑査委員（以後４回） 

同 １８年 香川県指定無形文化財「蒟醬
き ん ま

」保持者（現在に至る） 

同 ２１年 紫綬褒章 

同 ２５年 第６０回日本伝統工芸展日本工芸会保持者賞（優秀賞） 

              作品「籃
らん

胎
たい

蒟
きん

醬
ま

十
じゅう

二
に

角
かく

食
じき

籠
ろう

「蝶
ちょう

蜻蛉
と ん ぼ

」」 

同 ２７年 香川県文化功労者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （大谷
おおたに

早人
は や と

氏）            （制作中の大谷
おおたに

早人
は や と

氏） 

 

（３）備考 

同分野の既認定者 

（死亡解除） 

磯井
い そ い

 雪
ゆき

枝
え

（雅号 磯井
い そ い

 如
じょ

真
しん

） 

（昭和３１年４月２４日指定・認定～同３９年８月２３日指定・認定解除） 

太田
お お た

 儔
ひとし

 

（平成６年６月２７日認定～令和元年１１月１８日認定解除） 

 

（現保持者） 

磯井
い そ い

 正美
ま さ み

 

（昭和６０年４月１３日指定・認定） 

山下
やました

 義人
よ し と

 

（平成２５年９月２６日認定）  
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〔（３）重要無形文化財の保持者の追加認定（総合認定）〕 

 

１ 雅楽
が が く

（宮内庁
くないちょう

式部
し き ぶ

職
しょく

楽部
が く ぶ

部員
ぶ い ん

） 

 

「雅楽
が が く

」は，昭和３０年５月１２日に重要無形文化財に指定され，その保持者として

宮内庁
くないちょう

式部
し き ぶ

職
しょく

楽部
が く ぶ

部員
ぶ い ん

が総合的に認定され，現在２４名の保持者がいる。これらの保持

者に加えて，１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする１名は，雅楽の技法を高度に体現し，重要無形文化財「雅

楽」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「雅楽」の保持者の団

体の構成員（宮内庁式部職楽部部員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ２４名  昭和３０年 ５月１２日 

第 ２次認定   １９名  昭和６２年 ４月２０日 

第 ３次認定    ２名  平成 ５年 ４月１５日 

第 ４次認定    ４名  平成 ８年 ５月１０日 

第 ５次認定    １名  平成１１年 ６月２１日 

第 ６次認定    ２名  平成１３年 ７月１２日 

第 ７次認定    １名  平成１６年 ９月 ２日 

第 ８次認定    ２名  平成１７年 ８月３０日 

第 ９次認定    １名  平成１９年 ９月 ６日 

第１０次認定    １名  平成２０年 ９月１１日 

第１１次認定    ２名  平成２１年 ９月 ２日 

第１２次認定    ２名  平成２２年 ９月 ６日 

第１３次認定    １名  平成２５年 ９月２６日 

第１４次認定    １名  平成２６年１０月２３日 

第１５次認定    １名  平成３０年 ９月２５日 

現保持者数    ２４名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

２５名（延べ６５名） 
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２ 人形
にんぎょう

浄瑠璃
じょうるり

文楽
ぶんらく

（人形
にんぎょう

浄瑠璃
じょうるり

文楽座
ぶんらくざ

座員
ざ い ん

） 

 

「人形
にんぎょう

浄瑠璃
じょうるり

文楽
ぶんらく

」は，昭和３０年５月１２日に重要無形文化財に指定され，その保

持者として人形
にんぎょう

浄瑠璃
じょうるり

文楽座
ぶんらくざ

座員
ざ い ん

が総合的に認定され，現在５７名の保持者がいる。こ

れらの保持者に加えて，５名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものであ

る。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする５名は，人形浄瑠璃文楽の技法を高度に体現し，重要無形文

化財「人形浄瑠璃文楽」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財

「人形浄瑠璃文楽」の保持者の団体の構成員（人形浄瑠璃文楽座座員）として追加認

定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ９９名  昭和３０年 ５月１２日 

第 ２次認定   １２名  昭和６２年 ４月２０日 

第 ３次認定    ４名  平成 ５年 ４月１５日 

第 ４次認定   １８名  平成１１年 ６月２１日 

第 ５次認定    ７名  平成１６年 ９月 ２日 

第 ６次認定    ３名  平成１９年 ９月 ６日 

第 ７次認定    ６名  平成２２年 ９月 ６日 

第 ８次認定    ４名  平成２６年１０月２３日 

第 ９次認定    ７名  平成２９年１０月 ２日 

現保持者数    ５７名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

６２名（延べ１６５名） 
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３ 能楽
のうがく

（一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

能楽会
のうがくかい

会員
かいいん

） 

 

「能楽
のうがく

」は，昭和３２年１２月４日に重要無形文化財に指定され，その保持者として

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

能楽会
のうがくかい

会員
かいいん

が総合的に認定され，現在４９６名の保持者がいる。これ

らの保持者に加えて，５１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものであ

る。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする５１名は，能楽の技法を高度に体現し，重要無形文化財「能

楽」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「能楽」の保持者の団

体の構成員（一般社団法人日本能楽会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ４０名  昭和３２年１２月 ４日 

第 ２次認定  １００名  昭和４０年 ４月２０日 

第 ３次認定   ３７名  昭和４２年 ５月３０日 

第 ４次認定   ４５名  昭和４７年 ５月１６日 

第 ５次認定  １１６名  昭和５０年 ５月２８日 

第 ６次認定   ６４名  昭和５３年 ５月３１日 

第 ７次認定   ６１名  昭和５７年 ５月２７日 

第 ８次認定   ６４名  昭和６１年 ４月２８日 

第 ９次認定   ７０名  平成 ３年１１月 １日 

第１０次認定   ５７名  平成１０年 ６月 ８日 

第１１次認定   ７２名  平成１３年 ７月１２日 

第１２次認定   ６７名  平成１６年 ９月 ２日 

第１３次認定   ２９名  平成１９年 ９月 ６日 

第１４次認定   ３３名  平成２３年 ９月 ５日 

第１５次認定   ６２名  平成２６年１０月２３日 

第１６次認定   ４５名  平成２９年１０月 ２日 

現保持者数   ４９６名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

   ５４７名（延べ１０１３名）  
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４ 常磐津
と き わ ず

節
ぶし

（常磐津
と き わ ず

節
ぶし

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

） 

 

「常磐津
と き わ ず

節
ぶし

」は，昭和５６年４月２０日に重要無形文化財に指定され，その保持者と

して常磐津
と き わ ず

節
ぶし

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

が総合的に認定され，現在２１名の保持者がいる。これらの保

持者に加えて，１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする１名は，常磐津節の技法を高度に体現し，重要無形文化財

「常磐津節」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「常磐津節」

の保持者の団体の構成員（常磐津節保存会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ２４名  昭和５６年 ４月２０日 

第 ２次認定    ７名  平成 ２年 ４月１８日 

第 ３次認定    ６名  平成 ８年 ５月１０日 

第 ４次認定   １３名  平成１２年 ６月 ６日 

第 ５次認定    ３名  平成１７年 ８月３０日 

第 ６次認定    ２名  平成２０年 ９月１１日 

第 ７次認定    ３名  平成２４年１０月 ４日 

第 ８次認定    １名  平成２８年 ９月３０日 

現保持者数    ２１名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

   ２２名（延べ６０名） 
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５ 清元
きよもと

節
ぶし

（清本
きよもと

節
ぶし

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

） 

 

「清元
きよもと

節
ぶし

」は，平成２６年１０月２３日に重要無形文化財に指定され，その保持者と

して清元
きよもと

節
ぶし

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

が総合的に認定され，現在２２名の保持者がいる。これらの保持

者に加えて，１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする１名は，清元節の技法を高度に体現し，重要無形文化財「清

元節」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「清元節」の保持者

の団体の構成員（清本節保存会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ２０名  平成２６年１０月２３日 

第 ２次認定    ３名  平成２９年１０月 ２日 

現保持者数    ２２名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

   ２３名（延べ２４名） 
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６ 長唄
ながうた

（伝統
でんとう

長唄
ながうた

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

） 

 

「長唄
ながうた

」は，平成２９年１０月２日に重要無形文化財に指定され，その保持者として

伝統
でんとう

長唄
ながうた

保存会
ほぞんかい

会員
かいいん

が総合的に認定され，現在６７名の保持者がいる。これらの保持者

に加えて，３１名を保持者の団体の構成員として「追加認定」するものである。 

 

（１）保持者の団体の構成員の追加認定 

今回認定しようとする３１名は，長唄の技法を高度に体現し，重要無形文化財「長

唄」の保持者としてふさわしい者であるので，重要無形文化財「長唄」の保持者の団

体の構成員（伝統長唄保存会会員）として追加認定するものである。 

 

（２）備考 

 ①追加認定の経過 

第 １次認定   ６８名  平成２９年１０月 ２日 

現保持者数    ６７名 

  

②今回追加認定後の保持者数 

   ９８名（延べ９９名） 

 


